
 1 

伊佐市農業委員会 7回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 29年 10月 30日（月）午前 9時 5分から 9時 58分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （30人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 11 番委員 1 番推進委員 13 番推進委員

2 番委員 13 番委員 2 番推進委員 14 番推進委員

3 番委員 14 番委員 3 番推進委員 15 番推進委員

4 番委員 4 番推進委員 17 番推進委員

5 番委員 5 番推進委員 18 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 19 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 20 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員

10 番委員 9 番推進委員

11 番推進委員      

４．欠席委員  （3人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  １１番委員    １４番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

 

６．農業委員会事務局職員 

事 務 局 長      農地振興係長    

農地振興係書記       
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【開始時間  午前９時５分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２９年度 第７回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

台風２１号、２２号と続けて接近したわけですが、稲刈りの方はいか

がだったでしょうか。済まれたでしょうか。 

本日、出席人数は１３人で規定に達しておりますので、総会は成立い

たします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１１番農業委員と１４番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」をお願いいたします。 

 

資料の１ページをお開きください。報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」の報告第１号につきまして、資料１ページから３

２ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が１４６件、う

ち田２５５筆、畑５２筆で、農地法による解約が５件、うち田９筆、畑

４筆です。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

１０２ページをお開きください。 

議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち、利用権貸借についてご説明いたします。 

期間は３年から２０年で、面積は田１，５５５，０６４㎡、畑２４９，

７８１㎡、計１，８０４，８４５㎡です。なお、設定期間が５年・１０

年において貸付け開始が１２月１日からという設定が入っていると思い

ますが、これにつきましては、全て中間管理機構貸付けでありますので、

申し添えます。 

利用権を設定する者の数３３５名、設定を受ける者の数３３名、土地

の明細につきましては、３３ページ整理番号１番から１０１ページ整理

番号３８６番のとおりです。 

以上、報告を終わります。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告通り、決定することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見決定について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る１０月２０日に現地調査を行いました

ので、１番が報告いたします。 

 申請人 ＫＲさんは、伊佐市大口山野４０６３番地に居住され、自治
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

会は下之馬場で、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＫＴさんは、伊佐市大口山野４０６３番地に居住され、自治

会は下之馬場で、年齢は９３歳です。二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市大口山野字京塚３５２１番、地目は田、地積は２，

２９６㎡と、山野字三丸田４０８８番、地目は田、地積は２，０４０㎡

で、２筆合計４，３３６㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は今回の贈与面積４，３３６㎡で取得可能面積となり

ます。農業従事者は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等はリースになります。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、委任状等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、３番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る１０月２１日に現地調査を行いました

ので、３番が報告いたします。 

 申請人 ＭＭさんは、伊佐市菱刈荒田３１６７番地１に居住され、自

治会は青木元で、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、福岡県糟屋郡志免町大字田富１丁目１１の１に

居住され、市外住民で、年齢は６９歳です。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２４６０番で、地目は田、地積は１，

９２３㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１８，２５５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る１０月２４日に現地調査を行いました

ので、７番が報告いたします。 

申請人 株式会社 ＫＨさんは、鹿児島市上福元町６９２１番地１に

ある農地所有適格法人であります。 

渡し人 ＫＮさんは、薩摩郡さつま町虎居７４５番地にある農業協同

組合であります。 

申請地は、伊佐市大口平出水字中野２２６３番１１外２筆で、地目は

畑、地積は合計７１，５４３㎡で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１，９７１，２３１㎡で取得可能面積であります。

法人経営であり、通作距離は受人畜舎より北へ約１ｋｍで、現況は良 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

く管理された農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されて

おります。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番・５番については、譲受人が同一ですので一括して報告

をお願いします。４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る１０月２４日に現地調査を行いました

ので、４番が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口篠原１９４３番地１に居住され、自

治会は篠原で、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＥＴさんは、北九州市戸畑区一枝四丁目１０番地１９号に居

住されております。ただし、渡し人は外２名となっております。 

申請地は、伊佐市大口篠原字城ケ尾１９２３番２、地目は畑、地積は

７２０㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は９３，６１８㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は不耕作地であります。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ４ 番 

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。 

次に、整理番号５番につきまして、去る１０月２４日に現地調査を行

いましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口篠原１９４３番地１に居住され、自

治会は篠原で、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＯＩさんは、伊佐市大口宮人３８０番地１に居住され、自治

会は八代で、年齢は５７歳です。 

申請地は、伊佐市大口篠原字城ケ尾１９２４番、地目は畑、地積は７

６８㎡で、所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は９３，６１８㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は２名で、通作距離は約２ｋｍで、現況は不耕作地であります。

整理番号４番の畑とは隣接地であります。経営意欲はあり、農機具等は

完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番・５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号４番・５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

整理番号６番につきまして、去る１０月２６日に現地調査を行いました

ので、１４番が報告いたします。 

申請人 ＩＫさんは、伊佐市菱刈荒田２６１３番地１に居住され、自

治会は青木元で、年齢は６３歳です。 

渡し人 ＩＡさんは、伊佐市菱刈荒田３１８３番地に居住され、自治

会は青木元で、年齢は８２歳です。二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字田ノ口２３６７番２外７筆で、地目は田

６筆で、地積は計５，９９１㎡、地目畑２筆で計１，８９７㎡、地積合

計は７,８８８㎡の所有権移転贈与です。 

受人の経営面積は今回の贈与面積７，８８８㎡で、取得可能面積であ

ります。農業従事者は２名で、通作距離は全ての田・畑が約２ｋｍで、

現況は良く管理された農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完

備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を

終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数６件について、６件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更除外申出」の意見決定

について提案いたします。 

整理番号１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更除外申出」の意見決定

についてのうち、整理番号１番について、去る１０月２４日、４番農業

委員、１５番農業委員、私５番農業委員３名と、申請人の代理人、Ｏ司

法書士さん立会のもと共同調査を行いましたので、５番農業委員が報告

いたします。 

申請者は、伊佐市大口大田２３７３番地２に居住されている ＫＫさ

ん５８歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字下湾洲１４４番４６で、地目は畑、地

積は９１３㎡です。 

所在地は、大口高校から北へ約９００ｍ位の所に位置し、北側は畑、

南側は畜舎、東側も畜舎、西側は通路を挟んで畑で、農用地区外周辺部

のため除外することで、周囲に与える影響はないと思われます。 

農振除外の目的は、休憩室及び事務所建設という申請であります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、委任状が提出されてい

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

５番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１４番農業委員の報告を求めます。 
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１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更除外申出」の意見決定

についてのうち、整理番号２番について、去る１０月２４日、３番農業

委員、私１４番農業委員２名と、申請者の代理人 ＵＴさん立会いのも

と共同調査を行いましたので、１４番農業委員が報告いたします。 

申請者は、伊佐市菱刈南浦１０４２番地１７に居住されている ＴＴ

さん６６歳で、自治会は永池であります。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柴江１２９４番１８で、地目は畑、地積

は５６１㎡で、現況は荒れた畑であります。 

本申請は、太陽光発電施設として除外申請するもので、所在地は九州

電力南九州変電所から南へ約３００ｍに位置し、周囲に与える影響はな

いと思われます。 

添付書類として、農用地利用変更申請書、字図、全部事項証明書、そ

の他必要書類が提出されています。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において申請地

を除外することは問題ないと判断いたしましたが、委員の皆様方のご審

議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更除外申出」の意見決定

についてのうち、整理番号３番について去る１０月２４日、１１番推進

委員、１７番推進委員、私８番農業委員３名と、行政書士 Ｍさん立会

いのもと共同調査を行いましたので、８番農業委員が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

申請者は、伊佐市菱刈荒田３１６７番地１に居住されています ＭＭ

さんと、伊佐市菱刈荒田３２３８番地に居住されています ＭＳさんと、

神奈川県平塚市山崎５９２７番地１グループホーム幸せふくろうに居住

されています ＹＭさんの３名です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１０５番１、地目は畑、地積

は９１２㎡、同じく字曽源寺原３１０６番１、地目は畑、地積は３１０

㎡、同じく字曽源寺原３１０６番２、地目は畑、地積は２７３㎡の３筆

で、地積合計は１，４９５㎡です。除外後は、太陽光発電施設の転用申

請であります。 

所在地は、県道針持荒田へ通じる道路と、こがねロードの十文字の交

差点を南へ１５０ｍ位の所に位置し、北側は貯木場跡、南側は農道、東

側はこがねロード、西側は畑で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、農用地利用変更申請書、字図、全部事項証明書、そ

の他必要書類が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更除外申出」の意見決定

について、申請件数３件について、意見決定３件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て提案いたします。 

整理番号１番について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る１０月２４日、２番推進委員、

１８番推進委員、私１番農業委員の３名と、申請人の代理人行政書士 Ｍ

さん立会いのもと共同調査を行いましたので、１番農業委員が報告をい

たします。 

 譲受人は、東京都品川区大崎一丁目１１番２号にあります 株式会社 

Ｒ 代表取締役 ＴＳさんです。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿１１１７番に居住されている ＫＹさんで、

自治会は高津原で、年齢は８０歳です。  

同じく、伊佐市大口宮人６２８番地８８に居住されている ＯＨさん

で、自治会は下ノ木場で、年齢は７２歳です。 

同じく、鹿児島市田上五丁目３番２号に居住されている ＫＳさんは

で、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字前原１１１２番１で、地目は田、地積は

１，６８０㎡外２筆で、合計２，８６３㎡であります。 

所在地は国道２６７号線を羽月方面に行き、旧大口南中学校手前の曽

木の滝入口の右側になります。北側は土地改良区の公衆道路を挟み田、

西側は田、東側は国道２６７号で、南側は県道となっとります。 

目的はコンビニエンスストア建設で、農地区分は農用地区域外で第１

種農地、都市計画区域外となっております。また、２５年の賃借権を設

定してあります。 

中心に土地改良区の水路が通っていますが、ローソン側はその水路は

使用しないということで、土地改良区との意見書も添付してあります。

その水路には、蓋をし、汚廃水の処理については、合併浄化槽を設置し、

処理された水や雨水は、県道側の側溝に流すとのことです。 

現況より４０ｃｍの盛土を行い、店舗の周りには目隠し用の防御柵を

し、西側の境より１０ｍ控えた店舗が出来るそうですが、隣接する土地

の所有者には、日照関係等もあるので了解を得るよう代理人に伝えてあ

ります。駐車場は大型車２台、普通車１８台が駐車出来るよう設定して

あります。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、案内図、土地改良区所在

図、配置計画書、平面図、断面図、事業計画書、残高証明書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、定款、農地転用地区除外等の通知及

び意見書交付願い、履歴事項全部証明書、委任状等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で
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議 長 

 

 

 

 

１ ７ 番 

推 進 委 員 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

  （「はい」という声あり。） 

 

汚水を県道側の側溝に流すということですが、側溝がありますか。 

 

 

曽木の滝に行く方にあります。 

 

 

他に質問はありませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る１０月２４日、申請人の代理人

行政書士 ＴＲさん立会いのもと、１３番農業委員、８番推進委員、私

９番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、９番農業委員が報告

をいたします。 

 譲受人は、千葉県市川市南行徳一丁目８番１９号に居住されている 

ＴＥ合同会社 業務執行社員 ＯＨさん一般法人であります。 

譲渡人は、伊佐市大口鳥巣９３８番地に居住されている ＳＫさん７

３歳で、自治会は鳥巣下であります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本申請は、所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地と

なっており、転用目的は太陽光発電施設となっております。 

 申請地は、伊佐市大口鳥巣字松木原１４２６番１４で、地目は田、地

積は１，６８１㎡であります。 

所在地は、総会資料の１１１ページをご覧ください。東側は太陽光発

電施設、西側は宅地、南側は市道、北側は太陽光発電施設であり、周辺

に与える影響はないものと思われます。 

 添付書類として、申請書及び、必要書類等は全て添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る１０月２４日、申請人 Ｔ林業

の社長夫人立会のもと、１番推進委員、７番推進委員、私２番農業委員

の３名で共同調査を行いましたので、２番農業委員が報告をいたします。 

 譲受人は、伊佐市大口上町４４番地５に居住されている Ｔ林業 Ｋ

Ｕであります。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北２９６４番地に居住されている ＮＳさん

８４歳であります。 

 本申請は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、転用目的は車両用通路となっております。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申請地は、伊佐市菱刈市山字小苗代原２５０９番１で、地目は畑、地

積は１，６８１㎡であります。 

所在地は、ジョイフルから北へ約２００ｍに位置しており、南側は畑、

東側は土場、北側は土場、西側は市道であり、周辺に与える影響はない

ものと思われます。 

 添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書及び誓約書、汚廃水処理確約書、資金証明書

が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る１０月２４日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士さん立会いのもと、５番農業委員、１５番農業委員、私４番

農業委員の３名で共同調査を行いましたので、４番農業委員が報告をい

たします。 

 譲受人は、熊本県菊池郡菊陽町杉並台２丁目５番１３号に居住されて 

いる ＭＭさんであります。 

譲渡人は、伊佐市大口篠原１８４７番地２に居住されている ＮＨさん

５０歳で、自治会は篠原であります。 

 本申請は所有権移転売買で、農地区分は第２種農地その他の農地とな
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議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

っており、転用目的は太陽光発電施設で隣接宅地との一体事業でありま

す。 

 申請地は、伊佐市大口篠原字松ヶ迫上１８５８番２で、地目は畑、地

積は５７１㎡であります。 

所在地は篠原自治会館から北東へ約６５０ｍに位置しており、現状は

不耕作地となっており、東側は道路を挟んで畑と田、西側は山林、南側

は太陽光発電施設、北側は山林であり、周辺に与える影響はないものと

思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書、転用に関する誓

約書、経済産業省の発電設備認定通知書の写し、及び工事負担金請求書

等が提出されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数４件については、４件が処分決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。１０月の月例報告をします。 

去る５日、１０月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事

務局の職員が出席しております。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

会     長    会  長     

 

伊佐市農業委員    １１ 番      

                   

伊佐市農業委員    １４ 番     

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

２４日、現地調査を一斉にしております。３０日、本日ですが第７回

農業委員会の総会です。 

１１月の行事予定ですが、６日に１１月の定例常設審議委員会が鹿児

島市であります。２４日が現地調査です。２９日が第８回の農業委員会

の総会です。 

月例報告は以上です。 

 

 他にないでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

これで、平成２９年度 第７回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

【終了時間  午前９時５８分】 

 

  

 


